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各
府
省
庁
の
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
整
備
、
運
用
等
の
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

災
害
対
策
の
う
ち
、
災
害
応
急
対
策
は
、
発
災
直
後
に
行
う
こ
と
か
ら
迅
速
か
つ
円
滑
な
実
施
が
必
要
と
さ
れ
る
業
務
で
あ

る
。
災
害
対
策
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
災
害
に
関
す
る
情
報
が
的
確
か
つ
迅
速
に
収
集
、
伝
達

等
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
各
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
事
務
等
に
つ
い
て
災
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
伝
達
等
に
使
用
す
る
た
め
の

情
報
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
内
閣
府
は
、
各
機
関
が
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
収
集
し
た
災
害
関
連
情
報
を
集
約
し
、
共
有

す
る
な
ど
の
た
め
、
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
る
。

災
害
発
生
時
に
災
害
応
急
対
策
を
効
率
的
、
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
平
時
か
ら
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
を
体
系
的
に

整
備
し
、
災
害
関
連
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生
時
に
は
、
収
集
し
た
災
害
関
連
情
報
を
各
府
省
庁
、
地
方
公
共

団
体
、
公
共
機
関
等
の
間
で
適
切
に
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
と
各
指
定
府
省
庁
が
整
備
し
た
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
災
害
関
連
情
報
を
収

集
等
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
（
以
下
、
「
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
十
四
の
指
定
府
省
庁
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
指
定
府

一



省
庁
名
と
情
報
シ
ス
テ
ム
名
の
全
て
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
十
四
の
指
定
府
省
庁
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
、
平
成
二

十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
整
備
経
費
の
支
払
額
に
つ
い
て
、
指
定
府
省
庁
別
に
年
度
毎
の
額
及
び
総
額
に
つ

い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
十
四
の
指
定
府
省
庁
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
、
平
成
二

十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
運
用
等
経
費
の
支
払
額
に
つ
い
て
、
指
定
府
省
庁
別
に
年
度
毎
の
額
及
び
総
額
に

つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

災
害
関
連
情
報
十
五
項
目
の
う
ち
、
各
府
省
庁
及
び
指
定
公
共
機
関
の
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
へ

の
入
力
が
自
動
入
力
に
な
っ
て
い
る
項
目
、
手
入
力
に
な
っ
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
、
ま
た
、
手
入
力
に
な
っ
て
い
る
項
目

に
つ
い
て
は
自
動
入
力
に
な
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
各
指
定
府

省
庁
及
び
指
定
公
共
機
関
の
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
情
報
連
携
を
行
え
ば
、
手
入
力
の
必
要
な

く
災
害
関
連
情
報
が
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
に
自
動
入
力
さ
れ
、
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
で
当
該
災
害
関
連
情
報
を
閲

覧
等
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
情
報
連
携
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識

二



を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

内
閣
府
以
外
の
二
十
三
省
庁
の
防
災
端
末
の
配
備
状
況
、
防
災
端
末
に
よ
り
接
続
し
た
こ
と
の
あ
る
省
庁
と
接
続
し
た
こ

と
の
な
い
省
庁
、
一
般
の
事
務
用
端
末
か
ら
政
府
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
接
続
し
た
こ
と
の
あ
る
省
庁
と
接
続
し
た
こ
と

の
な
い
省
庁
、
防
災
端
末
に
よ
る
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
ロ
グ
イ
ン
回
数
、
一
般
の
事
務
用
端
末
か
ら
総
合
防
災
情

報
シ
ス
テ
ム
へ
の
ロ
グ
イ
ン
回
数
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
中
央
防

災
無
線
網
に
接
続
さ
れ
て
お
り
、
各
指
定
府
省
庁
の
職
員
は
、
内
閣
府
か
ら
配
布
さ
れ
た
防
災
端
末
を
用
い
た
り
、
政
府
共

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
し
た
事
務
用
端
末
を
用
い
た
り
し
て
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
、

総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
た
災
害
関
連
情
報
の
閲
覧
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
機
能
を
活
用

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

内
閣
府
は
、
他
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
等
が
収
集
し
た
災
害
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
省
庁
等
の
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら

情
報
連
携
に
よ
り
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
に
自
動
入
力
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
、
総
合
防
災
情
報
シ

ス
テ
ム
に
係
る
手
入
力
に
よ
る
登
録
方
法
、
閲
覧
機
能
に
つ
い
て
、
他
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
機
関
等
の
必
要
な
機

関
等
へ
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



七

各
指
定
府
省
庁
は
、
他
府
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
機
関
等
と
の
間
で
の
災
害
関
連
情
報
の
共
有
に
向
け
た
取
組
を

推
進
す
る
こ
と
及
び
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
他
の
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム

や
地
方
公
共
団
体
等
の
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
情
報
連
携
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
と
要
す
る
費
用
を
踏
ま
え
て

検
討
し
、
ま
た
、
各
指
定
府
省
庁
は
、
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
が
収
集
し
た
災
害
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
公
開
の
可
否
を

検
討
し
て
、
公
開
す
る
場
合
に
は
、
二
次
利
用
が
行
い
や
す
い
利
用
ル
ー
ル
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
オ
ー
プ
ン
な
ラ
イ
セ
ン

ス
で
公
開
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

現
時
点
に
お
け
る
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
運
用
等
の
状
況
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

の
整
備
経
費
の
支
払
額
の
総
額
及
び
運
用
等
経
費
の
支
払
額
の
総
額
及
び
個
別
の
契
約
状
況
を
踏
ま
え
て
、
災
害
関
連
情
報

シ
ス
テ
ム
の
整
備
状
況
等
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。
各
指
定
府
省
庁
の
職
員
に
よ
る
閲
覧
状
況
、
情
報
連
携
の
状

況
、
必
要
な
機
関
等
へ
の
周
知
の
状
況
、
災
害
関
連
情
報
の
共
有
と
公
開
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
考
え
、
十
分
に
活
用
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ
ム
は
不
要
な
の
で
は
な
い
か
。
各
指
定
府
省
庁
は
、
既
存
の
災
害
関
連
情

報
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
整
備
、
運
用
状
況
か
ら
み
て
災
害
応
急
対
策
に
十
分
に
資
す
る
も
の
で
、
ま
た
災
害
関
連
情
報
シ
ス
テ

ム
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
経
済
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に

四



さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


